
顧問弁護士のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

（オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内
　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail : mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【船橋法律事務所】TEL：047-407-4680【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【柏法律事務所】TEL：04-7197-3401

【成田法律事務所】TEL：0476-20-3031

【渋谷法律事務所】TEL：03-6427-1651 【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

労働時間管理の実務と法的留意点
働き方改革に伴う労働時間の上限規制について、昨年4月よ
り、それまで猶予されていた建設・運送業界にも適用されるこ
とになりました。
そこで、今回は労働時間管理について改めて取り上げます。

A　建設業では、時間外労働の上限は月45時間・年360時間です。
ただし、年720時間までは例外が認められています（この場合
も、2～6カ月の平均で月80時間まで、1月100時間まで、月45
時間を超えられるのは年6回まで、という制約があります。）。
運送業も、上限月45時間・年360時間は変わりませんが、年

960時間までは例外が認められています。なお、厚生労働大臣
の告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」があ
り、1日の拘束時間は13時間を超えないことを原則とし、最大
でも15時間とすること、拘束時間は年3300時間以内、月284
時間以内とすること、1日の休息時間について11時間を基本と
し、9時間を下回らないこと、運転時間は2日平均1日9時間以内
とすることとされています。

A　乗客対応の義務があれば労働時間と考えます。
乗客対応の義務がないのであれば、労働時間になりにくいと
考えますが、バスを動かさなければならない状況が相当の頻度
で発生するためバスを離れられないといった事情があれば労働

時間となる可能性が高いです（参考　福岡高裁令和5年3月9日、
大阪高裁平成29年9月26日）。

A　外国人技能実習生の指導員に事業場外みなし労働時間制の
適用があるか争われた事件です。九州各地を回り、臨時のトラ
ブル対応も行っていました。直行直帰で携帯電話等による指示
もありませんでしたが、高裁は、業務日報が作成されており、
日報の正確性は指導員の相手方（実習実施者）に確認すること
で正確性が担保されていたこと、日報に基づき残業代を支払っ
ていたこと等を理由とし、労働時間を算定しがたいとはいえな
いとしました。
しかし、最高裁は、日報の正確性を実習実施者に確認すると

いってもその現実的な可能性や実効性が不明で、日報のみを重
視したのは誤りとして、審理をやり直すよう差し戻しました。
差し戻しですから、これによって最高裁が新たな考え方を示し
たものではありません。差し戻し審での高裁の判断が待たれま
す。

路線バスを運行しています。始発バス停での出発前、待
機中は休憩扱いとしていますが、乗客が来た場合には対
応するよう指導しています。労働時間に当たるのでしょ
うか。バス停以外の場所で待機している場合はどうで
しょうか。乗客対応はありませんが、稀にバスを移動さ
せるよう言われることがあるようです。

Q

事業場外みなし労働時間制についての最高裁令和6年 
4月16日判決の概要を教えてください。Q

令和6年4月から適用されることになった建設業・運送
業の労働時間の上限規制の概要を教えてください。Q

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで各地域で対応
しており、企業顧問は千葉県を中心に50社以上担当しています。お気軽に、
お近くの事務所へご相談ください。

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【成田法律事務所】
所属弁護士： 宮崎　寛之（みやざき　ひろゆき）

中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院修了。日
弁連裁判官制度改革・地域司法計画推進本部委員。平成29年
度千葉県弁護士会常議員。主に、交通事故、労災事故、相続、
離婚・不貞問題、債務整理、中小企業法務（労務問題）を中心
に活動を行うと共に、千葉県経営者協会労務法制委員会等の

講演の講師も務める。
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編集後記
本年3月24日から、偽造・変造対策を大幅に強化した「2025年旅券」の発行が開始され、

旅券（パスポート）が大きく変わるとのこと。2006年にICチップ入りになって以降、大幅な
変更は約20年ぶりです。
変更点は、名前や旅券番号を記載したページがこれまでの紙製からプラスチック製に変わ

ること、そして、顔写真が3カ所に印刷され、うち1カ所は見る角度によって顔写真が消え生
年月日が浮かび上がる特殊な技術が使われるとのことです。表紙や渡航先ページのデザイン
は2020年から使われている現在のものを引き継ぐそうで、現在お持ちの旅券は有効期間ま
で使えるとのことですのでご安心を。
注意点として、申請から交付までの期間が2週間程度と従来の約2倍に延びるため、4～5

月に海外へ行かれる方は変更前の申請の方が安心なようです。
また変更同日から全都道府県でオンラインによる旅券の新規申請が可能になることも大き

な変化となります。
では、年度末で何かとご多忙かと存じますが、日々健やかによき新年度をお迎えください。

事案の概要
Aさんは、個人で運送業を営んでいる個人事業主です。自己
所有の自動車で配達をしていたところ、追突されてしまい、頚
椎捻挫・腰痛捻挫の怪我を負ってしまいました。
交通事故による怪我で思うようにお仕事をすることができず、
その分の減収の補償に不安があり、ご相談に来られました。

1　休業損害の金額の計算方法
休業損害は、事故により減収が生じたことを前提として、原
則、「基礎日額（1日あたりの賃金額）×休業日数」で計算され
ます。
雇用されて給与を受け取っている、いわゆる給与所得者の方
であれば、事故前3か月分の給与を稼働日数又は90日で割って、
休業損害の計算に必要な基礎日額を出すことができます。
個人事業主の方の場合には、事故前の確定申告書の収入額と
事故後の確定申告書の収入額を比較して減収した分を休業損害
と計算することができます。
しかし、休業期間を含む期間の確定申告書を取得できるのが
かなり先になったり、休業期間と確定申告の対象期間にずれが
生じる等の理由で、単純に減収分を比較できない場合がありま
す。
その場合には、給与所得者の方と同じように所得金額と固定
経費の金額から、基礎日額を算出して休業損害を主張していく
ことになります。

2　解決までの経緯
Aさんは事故の約1年前から個人事業主になったこともあり、
事故前の確定申告書には、Aさんが給与所得者として働いてい
た時期の収入と個人事業主になった後の収入が混在しており、
事故後の確定申告書には、一部事故後の収入が含まれている状
況でした。そのため、確定申告書を見ても、Aさんの個人事業
主としての純粋な減収金額が分からない状態でした。
そこで、Aさんの基礎日額を決めるべく、数カ月分しかない
前年度収入は、その期間の日数で割って、1日の収入額を計算し
ました。

また、事故と同年度の収入に関しては、事故の前月までの収
入額と、そこまでで均等割り付けした固定経費を足して、事故
前までの期間の日数で割って、1日の収入を計算しました。
そして、事故の前年度年収における1日の収入額と事故と同年
度の事故前までの1日の収入額の平均を、Aさんの基礎日額とし
て計算しました。
なお、Aさんの休業日数は、実通院日数として計算し、Aさん
は計算通りの休業損害を受け取ることができました。

3　おわりに
Aさんのように、個人事業主の方の場合、休業損害の計算が
複雑になってしまう場合があります。
相手方保険会社からの賠償の提案が適正なものであるかご不

安がある方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【船橋法律事務所】TEL：047-407-4680【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【柏法律事務所】TEL：04-7197-3401

【成田法律事務所】TEL：0476-20-3031

【渋谷法律事務所】TEL：03-6427-1651 【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

交通事故解決事例

【成田法律事務所】
所属弁護士：常世　紗雪（とこよ　さき）

中央大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了。弁
護士登録後は成田法律事務所に所属し、主に、交通事故、労
働事件、離婚・不貞問題を中心に活動を行う。コミュニケー
ションを疎かにせず、ご依頼者様に心からご納得・ご理解いた
だけるように説明することを心がけている。好きな言葉は「進

まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」。

プロフィール

リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、
企業法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽
に、お近くの事務所へご相談ください。

取り扱い業務のご案内

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで、各地域で対応
しています。交通事故に関する相談件数は、千葉県を中心に年間1,000件以上
の実績※がございます。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談ください。
※2024年1月1日～12月31日


